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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H11年の復活項目として、橋の幅員構成を追加し

た。 

表2－1 積雪地域の路肩 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
  

 
 
 
 

1-3 荷重の種類 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

1-1 適 用 

 

(1) 支承の種類は、ゴム支承を標準とする。 

(2) 支承の選定にあたっては、以下に示す事項に配慮する。 

    1) 反力の大きさ、移動量、回転量、移動方向と回転方向との関係、支承の特性、上部構造形式とそ 

     の構造特性、地盤条件も含めた下部構造の特性および経済性などを考慮し、要求される機能を十分 

     発揮できるものとする。 

    2)  同一支承線上における支承の種類は、１種類を基本とする。 

 

従来は、レベル２地震動に対して支承部の機能を確保できる支承をタイプBの支承部と定義し、これを基本 

とすることが規定され、レベル１地震動により生じる水平力及び鉛直力に対しては支承部の機能を確保できる 

が、レベル２地震動に対しては変位制限構造と補完し合って抵抗する構造をタイプAの支承部と定義し、橋台 

の拘束により上部構造に大きな振動が生じにくい場合や支承部の構造上やむを得ない場合にはタイプAの支承 

部を用いてもよいことが規定されていた。 

 しかし、支承部の点検や維持管理のために支承部周辺は可能な限り複雑な構造としない方がよいこと、地震 

によりタイプAの支承部が損傷した場合にその部材や破片の落下による第三者被害が生じないよう配慮が必要 

であること等を踏まえ、今回の改定では、原則レベル2地震動に対して支承部の機能を確保する構造のみを規 

定している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなく

なったため、レベル２地震動に対応した支承を

規定した。 

  

始   め 

支承の適用性 

ゴム支承（弾性固定方式） 

又は 

鋼製支承（多点固定方式） 

免震支承 ゴム支承（固定可動型） 

又は 

鋼製支承（固定可動型） 

図2－10支承部選定の一般的な考え方 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

ｲ） 橋台の拘束によりけたに大きな振動が生じにくい橋 

両端に橋台を有するけた長50m以下の単純桁、あるいは連続、連結げたの橋。なお、両端 

橋台でも剛性の低いピアアバットタイプの場合はタイプBの支承を用いなければならない。 

ﾛ） 支承部の構造上やむを得ない橋 

プレテンションげたでけた内へのタイプBの支承の設置が困難となる橋 

ﾊ） 橋脚高が高いラーメン橋の橋台端支点のように、地震時水平力のほとんどを橋脚で負担する

ような場合や連続桁の橋台端支点などで全体構造系から端支点を切りはなしたほうが有利な

場合は、タイプBの可動沓やスライド沓について検討をするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4） 支承が高くなる場合は、段差防止構造の設置が有効である。 

 

 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなくなったため、記

載を削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「H24道示V 15.6 支承部の構造」 P293に記載されているため

追記。段差防止構造を支承に追加した。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

5) ゴム支承および鋼製支承の種類を示す。 

 

材料分類 支承形式 支承の種類 

パッド型ゴム支承 

帯状ゴム支承 

積層ゴム支承 
固定可動支承 

すべりゴム支承 

地震時水平力 
分散型ゴム支承 

積層ゴム支承 

鉛プラグ入り積層ゴム支承 

ゴム支承 

免震支承 
高減水積層ゴム支承 

密閉ゴム支承板支承 

ピン支承※ 

ピボット支承※ 
鋼製支承 固定可動支承 

ローラー支承※ 
コンクリートヒンジ 固定支承 メナーゼヒンジ 

  注）※の使用については、地耐力に対する十分なじん性の確保や地震時に支承が 

    破損した場合でも、ローラーが支承部から逸脱しにくい構造とするなどの配慮 

    をおこなうものとする。 

    鋼製支承の固定可動支承には多点固定（反力分散構造）を含む。 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなくなったため、記

載を削除。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ﾎ）免震支承に対して、従来は等価剛性のばらつきが設計値の±10%以内とすることが求められてい

たが、今回の改訂では、道示V 15章の規定を満たす力学的特性を有し、かつ15 . 3 （1）の規定

に基づいて 非線形履歴特性を適切にモデル化するものとするる。 

ﾍ）従来の規定では、「免震支承は地震後に橋の機能に悪影響を及ぼす残留変位を生じないもの」

を求められたが、H24道示V 15章の規定を満たす力学的特性を有する支承であれば残留変位に関

して求められる機能を有するため、今回の改定ではこれを規定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→H24道示V P279記載のため追記 

 

 

→H24道示V P279記載のため追記 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

３）各橋種に対する支承の適用 

  a )  鋼 桁 

 

上 部 工 支承の形式 支承の種類 

固定可動 ゴム支承 
１．鈑桁 

反力分散 ゴム支承 

固定可動 ゴム支承 

単 

純 

桁 ２．箱桁 
反力分散 ゴム支承 

固定可動 
ゴム支承 

支承板支承 
 ３．鈑桁 

反力分散 
ゴム支承 

支承板支承 

 ４．箱桁 反力分散 
ゴム支承 

支承板支承 

 

こ線橋、および二次災害が発生すれば重大なものとなるおそれのある区間に架橋されるこ道橋

については、Bタイプの支承を使用するものとする。 

 

1) 単純げたにおける反力分散形式は、下部構造の剛性が大きく変わらない条件等で、支承による 

分散効果が有効に図れる場合で経済的メリットがある場合に使用するものとする。 

2) 免震支承・多点固定型支承・機能分離型支承が有利となる場合は別途採用を検討するものとす

る。 

3) 鋼製の支承板支承は密閉ゴム支承板支承（BPB）を基本とする。 

4) 支承構造は維持管理性向上のため、取替が容易となる構造を基本とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなくなったため、記

載を削除。 

 

 

 

 

 

 

４） 道示V.15.6 P292 より支承部構造が取替可能な構造とす

ることから記載を追加。 

 

 

 

 

 

適用がすくないことから削除 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

  ｂ )   P C 桁 

 

上 部 工 支承の形式 支承の種類 

1. PCプレテンション中空床版 

2. PCプレテンションT桁 
固定可動 ゴム支承 

固定可動 ゴム支承 

3. PCポストテンションT桁 

反力分散 ゴム支承 

固定可動 ゴム支承 

単 

純 

桁 

4. PCポストテンション箱桁 
反力分散 ゴム支承 

5. 連結PCプレテンション箱桁 固定可動 ゴム支承 

6. 連結PCプレテンションT 桁 反力分散 
ゴム支承 

支承板支承 

固定可動 
ゴム支承 

支承板支承 7. 連結PCポストテンション 

T 桁 
反力分散 

ゴム支承 

支承板支承 

固定可動 ゴム支承 

8. 連続PC中空床版 
反力分散 

メナーゼヒンジ 

ゴム支承 

連
続
桁 

あ
る
い
は 

連
結
桁 

9. 連続PC箱桁 反力分散 ゴム支承 

 

こ線橋、および二次災害が発生すれば重大なものとなるおそれのある区間に架橋されるこ道橋

については、Bタイプの支承を使用するものとする。 

1) 単純げたにおける反力分散形式は、下部構造の剛性が大きく変わらない条件等で、支承による 

分散効果が有効に図れる場合で経済的メリットがある場合に使用するものとする。 

2) 免震支承・多点固定型支承・機能分離型支承が有利となる場合は別途採用を検討するものとす

る。 

3) 鋼製の支承板支承は密閉ゴム支承板支承（BPB）を基本とする。 

4) 支承構造は維持管理性向上のため、取替が容易となる構造を基本とする。 

 

 

 

 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなくなったため、記

載を削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４） 道示V.15.6 P292 より支承部構造が取替可能な構造とす

ることから記載を追加。 



23 

 
 

現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
2－3 設計一般 

2-3-1  支承の設計 

 

(1) レベル２地震動に対する設計水平地震力は下記とする。 

橋脚の塑性化を考慮する場合・・・橋脚の終局水平耐力に相当する水平力 

基礎に塑性化を考慮する場合・・・基礎の最大応答変位に相当する水平力 

 

(2) タイプAの支承部を用いる場合にはレベル１地震動に対する設計水平地震力は下記とする。 

 道示V.6.3.3に規定する設計水平震度を用いて算出される慣性力に相当する水平力 

 

(2) 支承においては、水平地震力によって支承部に生じる鉛直方向反力及び鉛直方向地震力によって生じる 

鉛直方向反力を算出し下記（3）の照査を行うものとする。 

 

（3）支承は上記（１）の設計水平地震力及び(2)の設計鉛直地震力が作用した場合に、支承本体及び取り付け部材 

  に生じる断面力が、当該部材の耐力以下となる事を照査するものとする。ここで、支承本体及び取り付け部材 

  の耐力は割増係数1.7を考慮した許容応力度から算出する。 

 

（5）タイプAの支承部は上記（2）の設計水平地震力及び（3）の設計鉛直地震力が作用した場合に、支承本体及び取 

付部材に生じる断面力が当該部材の耐力以下となる事を照査するものとする。ここで、支承本体及び取り付け部材 

  の耐力は割増係数1.5を考慮した許容応力度から算出する。 

 

 

 

静的照査法を用いて、支承部の照査を行う場合に用いる設計地震力及び照査方法を示したものであるが、動的照査 

法により支承部の照査を行う場合には上記によらず、動的解析により求められる最大応答値を用い、道示 V 15.5 の 

規定により支承の照査を行うものとする。 

 

(1) 橋脚もしくは基礎に塑性化が生じることを想定して支承部に対する設計地震力を規定しているが、設計振動単位 

内のいずれの構造部材にも塑性化を考慮しない場合や、もともと地震時保有水平耐力に余裕のある壁式橋脚や橋台の 

直角方向については、設計振動単位にレベル２地震動を作用させた時に各支承に作用する水平力を考慮して支承部を 

設計することが望ましい。 

 

(2)タイプAの支承部はレベル１地震動に対しては機能を損なうことなく、確実に抵抗できる構造を想定している。 

各支承に作用する地震力は、設計振動単位内での力の分担を考慮して求める。なおこれを上回る地震力に対しては、 

タイプAの支承は損傷する可能性があることから、上下部構造間に大きな相対変位が生じるのを防止するため変位 

制限構造を設けるものとする。 

 

(2)鉛直方向地震力について 

  1）支承部に作用する水平方向地震力と鉛直方向地震力は同時に考慮するものとした。 

 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分

がなくなったため、記載を削除。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
2）タイプBの支承部においては上向きの地震力の下限値として－0.3 Rd を用いてよい。但しこの 

   値をとる場合は水平方向の地震力と同時に考慮しなくてよい。 

  タイプAの支承部においては上向き地震力の下限値は－0.1Rdを用いてよい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      kv：設計鉛直震度で、タイプBの支承を用いる場合にはレベル２地震動の設計水平震度に、またタイプAの支承

部を用いる場合には、レベル１地震動の設計水平震度に道示V 15.2   表 －15.4.1の係数を乗じた値とする。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （3）レベル２地震動に対応する支承部の耐力を割増係数1 . 7 を考慮した許容応力度から算出すること

としたのは、レベル２地震動により生じる地震力に対して支承部を降伏程度に収めることを目安

とした。ただし、ゴム支承あるいは免震支承を用いる場合は、 

    ・支承本体に生じるせん断ひずみが許容せん断ひずみ（250%以下）を上限値とするのがよい。 

    ・支承本体の座屈に対して安全であることを照査。 

    ・従来は支承の剛性は設計値に対して±10％以内に収めるものとしていたが、道示V15章の規程

を満たす力学性を有し、かつ、道示 V 15.3(1)の規程に基づいて非線形履歴特性を適切にモデ

ルすること。 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなくなったため、記

載を削除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→H24道示V P279よりせん断ひずみついての250％を上限値と

して記載していることから、記載変更。 

→H24道示V P279より記載変更。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

(5)タイプ A の支承部ではレベル１地震動による水平方向及び鉛直方向の地震力が作用した場合に生じる

断面力が割り増し係数1.5を考慮した許容応力度から算出される耐力以下としなければならならい事を規

定したものである。ゴム支承の場合は、道示 V15.3.1により算出される支承本体のせん断ひずみが、許容

せん断ひずみ150%以下を目安とする。 

 

2-3-2 可動支承に働く水平力 

 

(1) タイプBの支承に用いる水平力は下記の通りとする。 

  

 H1 = S1 ・ Kb - - - - - - - - - -(1) 

       ここで、f：ゴム支承の摩擦係数 

       Rd：可動支承に作用する死荷重反力(kN(tf)) 

Kb : ゴム支承のせん断ばね定数 ( kN/m (tf/m)) 

                S1  : 水平力によるゴム支承の変位量(m)または構造系の変位量（レベル２地震動） 

                S2  : 水平力によるゴム支承の変位量(m)または構造系の変位量（レベル１地震動） 

 

  レベル１地震動およびレベル２地震動による慣性力の算定は、道示 V 6.3.2 および V 6.4.2による。 

 （１）タイプB支承の鋼製支承を、可動支承として使用する場合の水平力は、次式によるものとする。

また、上沓はレベル２地震動による移動量の呼吸を妨げない寸法を確保するものとする。 

     H = f ・Rd 

           ここで Rd : 支承に作用する死荷重反力（kN (tf)） 

                      f ：鋼製支承の摩擦係数（道示1. 4 .1 .2 に規定される値） 

     なおタイプB支承のゴム支承は水平力分散支承として設計するものとする。 

 （２）道示V15.1に解説されるタイプA支承の使用範囲のなかで、地震時の変形量が常時変形量と加算

して非常に小さい場合は、従来の固定可動構造に限り、便宜的に可動支承とみなしても良いもの

とする。この場合の水平力は原則として(2)式で計算するが、ころがり摩擦やすべり摩擦による変

位機構を有する支承に関しては(3)式による。 

    従来パット型ゴム支承は可動支承として用いる場合の水平力の算定にはf=0.15を便宜的に用いて

いたが、ゴム支承の水平力はせん断変形によるものであるから，計算においてはゴム支承の水平

変位に伴う水平力を評価することを基本とした。 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなくなったため、記

載を削除。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 2－7 段差防止構造 

 

段差防止構造は、支承が破壊した場合にも上部構造を適切な高さに支持できる構造とするこ

とを目的とした構造である。 

  

段差防止構造は緊急車両の通行をできる限り可能とするために設置されるものであり、落橋の防

止を目的とする落橋防止システムとは、設置の目的が異なるため、段差防止構造については、支承

部の構造的な配慮事項の1つとする。 

   段差防止構造は、地震時に支承が破損した場合に路面に大きな段差が生じることのないように、

図 2-34 に示すように上部構造を適切な高さで支持する構造である。したがって、支承高が高く損傷

しやすいと考えられる支承を用いる場合には、段差防止構造を設置することも考えられる。ここで

は高さ40cm程度以上の鋼製支承を用いる場合に段差構造を設置する。 

   段差防止構造は、支承損傷時に上部構造を一時的に支えることができればよく、水平方向の地震

力を考慮しなくてよい。ただし、段差防止構造は路下への落下を防ぐため中規模地震を考慮した地

震動の設計水平地震力の1/2程度に抵抗できるのがよい。ここで、段差防止構造の設計に対する許容

応力度の割増を1.5としてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「H24道示V 15.6 支承部の構造」 P293に記載されているため

追記。段差防止構造を支承に追加した。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

 

 

 

 

3－1 設計の基本 

 

(1) 構造部材や地盤の破壊に伴う予期できない構造系の破壊が生じても、上部構造の落下を防止できる 

ように落橋防止システムを設けるものとする。 

(2) 落橋防止システムは、けたかかり長、落橋防止構造、変位制限構造および段差防止構造から構成す 

る。落橋防止システムを構成する要素は、橋梁の形式支承のタイプ、地盤条件などに応じて適切に選 

定しなかればならない 

(3) 落橋防止システムの設置にあたっては、支承の機能や上下部構造の機能を阻害してはならない。 

(1) 落橋防止システムは、下部構造が倒壊等の致命的な状態に至っていない段階において、支承部の破壊に

よって上部構造と下部構造の構造的に分離し、これらの間に大きな相対変位が生じる場合にも上部構造の

落下を防止するシステムとして用いられる。 

 

表2－11 落橋防止システム 

  機能方向 役割 

けたかかり長 橋軸方向 下部構造や支承が破壊し、上下部構造に大きな相対変位が生じた場合に落橋を防

止する。 

落橋防止構造 橋軸方向 下部構造や支承が破壊し、上下部構造にけたかかり長を超えるような変位が生じ

ないようにする。 

落 

防 

止 

シ 

ス 

テ 

ム 

横変位拘束構造 橋軸直角方向 斜橋や曲線橋、下部構造に頂部幅が狭い橋、１支承線上の支承の数が少ない橋。

地盤の流動化の影響により橋軸直角方向に橋脚の移動が生じる可能性のある橋で

は、橋軸直角方向への移動を伴って落橋が生じる可能性があることから橋軸直角

方向の変位を制限する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がなくなっ

たため、記載を変更。 

 

 

 
H24道示より直角方向の変位制限については横変位

拘束構造とした。 

 

段差防止構造は支承構造の配慮事項の1つとして支承

編に移動したため、記載を削除した。 

 

H24道示においては、伸縮装置はL1地震動に対して

も機能が確保されるものとしており、ジョイントプ

ロテクターの規定はなくなったため記載を削除 

（項目については、伸縮装置に移動。） 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 H24道示 V耐震設計偏 P296 （改訂）よりフロー参照 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

 

 

H24より、支承タイプの区分はないため「支承タイプと落橋防

止システム」の表は削除する。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

3－2 けたかかり長 

 

 

 

  （1）けたかかり長は図2-20に示すように桁端部から下部構造の頂部の縁端までの上部構造の長さとして定義される

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     (2)  上部構造の構造条件や幾何学的条件から、支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けずに回転で

きる橋で、かつ径間数が１径間又は 2 径間の上部構造を有する橋は、構造的な特性により上部構造の回転による

落橋が生じる可能性があるため、回転の影響を考慮して必要桁かかり長を設定することを規定している 

 

  （3）従来は、斜橋が上部構造の重心を回転中心として回転する場合を対象としていたが、今回の改定では、 

    地震時に生じる上部構造の回転挙動の特性を踏まえ、さらに、上部構造の平面形状によらず桁端部に 

斜角を有する上部構造に対して適用できる式とするために、以下の図のようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H24道示VP305より、斜橋及び曲線橋について

の記載に変更。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

（4） 曲線橋においては、道示V式(16.2.4)  における斜角には、図2-22に示す曲線橋の回転条件を評価するための 

 斜角θ’’ を用いる。 

 

 

 

 

 

H24道示VP305より、斜橋及び曲線橋に

ついての記載に変更。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
3－3 落橋防止構造 

 

(1) 落橋防止構造は、けたかかり長を補完するものであり、特に下部構造や支承が破壊して上下部構造 

 間に予期しない大きな相対変位が生じた場合に、けた端部がけたかかり長に達する前に機能するもの 

 で、道示16.1、16.3によることを基本とする。 

(2) 構造特性により、橋軸方向に大きな変位が生じにくい橋又は端支点の鉛直支持が失われても上部構造が 

落下しない構造特性を有する橋は、落橋防止構造の設置を省略してもよい。 

(3) 落橋防止構造本体、下部構造取り付け部および上部構造取り付け部の耐力は，設計地震力を下回って 

はならない。 

（1） 落橋防止構造は橋軸方向の落橋防止として機能させるものであり、橋軸方向への移動に追随できる構造とする。 

1) 衝撃的な地震力を緩和するため、ゴムなどの緩衝材を用いて耐衝撃性を高める構造とする。代表的な落橋防

止構造を図2-25～2-30に示す。 

 ① 上部構造と下部構造を連結する構造 

② 上部構造および下部構造に突起を設ける構造 

③ 2連の上部構造を相互に連結する構造 

2) 隣接する上部構造の形式や規模が著しく異なる橋では、設計振動単位ごとに位相が異なるため、大き 

な相対変位が生じることがある。これに該当する橋の条件としては、隣接する橋の重量の比が2倍以上、 

または２つの設計振動単位の固有周期の比1.5倍以上であり、この場合には隣接する上部構造間を相互に連

結するタイプの落橋防止構造をさける。 

3) 落橋防止構造の設計移動量は上下部構造の相対変位がけたかかり長の75%を超えないように設定し、落橋防 

  止構造が破断した場合でも25%以上のけたかかり長を確保することとする。ただし、タイプBのゴム支承を用

いる場合には、大地震時においてゴムの変形能力を最大限確保するため、ゴムの許容せん断ひずみに相当す

る移動量を確保することが望ましい。 

  

（2）橋軸方向の落橋防止構造省略について 

次の条件のいずれかに該当する場合には橋軸方向に大きな変位が生じにくい構造特性の橋であるとみなして、

落橋防止構造を省略してもよい。 

1) 両岸が橋台に支持された一連の上部構造を有する橋 

2) 橋軸方向に４基以上の下部構造において弾性支持又は固定支持される一連の上部構造を有する橋 

3) 2基以上の下部構造が剛結される上部構造を有するラーメン橋 

4) 活荷重及び衝撃以外の主荷重による作用のみを考慮する場合に支点反力が生じない又は負反力が 

生じる端支点の場合 

なお、両端が剛性の高い橋台に支持された橋のうち25m以下の一連の上部構造を有する条件を満たす場合にも、

地震時に不安定となる地盤の有無にかかわらず、落橋防止構造を省略してよい。 

    (3) 落橋防止構造を橋台パラペットや上部構造の端横げたに取付ける場合は、その構造部位について設計地震力に

よる曲げモーメント、せん断、押し抜きせん断に対して照査し、取り付け部の耐震性を確保する必要がある。 

      1) 落橋防止システムは、上部構造の落下を防止できるように配慮するものであるが、落橋防止構造からの 

荷重は、下部構造の安定計算では考慮しない。 

 

 

H24道示V  16.1にて「落橋防止構造の省略」が記載さ

れているため、内容を変更。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

2）パラペットの破壊が上部構造の落下に 

つながる可能性があるため、落橋防止構 

造から荷重 HF によりパラペット基部に

発生する曲げモーメントが道示Ⅳ.5. 2 .2に

規定する降伏曲げモーメント以下になる

こと及び、せん断力が道示Ⅳ.5. 2. 3に規定

するせん断耐力以下となることを照査す

ること。 

 

3)   降伏曲げモーメントは、パラペット全幅を有効として計算してよい。 

4)  落橋防止構造の取付部が破壊しないよう、押抜きせん断に対する照査を行う。 

 パラペットの押抜きせん断耐力は道示Ⅳ.4. 2 (1) 1)に規定する押し抜きせん断応力度τa3に地震時割増係数1.50を

考慮してよい。 

 押抜きせん断に関する照査は道示Ⅲ.4.6 ( 4. 6. 1 )式による。 

5)   上記照査は上部構造が下部工橋座から落下する直前の状態を想定しているため、背面土厚や踏掛版からの荷重は

考慮しなくてもよい。 

 

下部工編8.4.3の記述に変更があったため、 

最大抵抗モーメント→降伏曲げモーメントに変更。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
3－4 横変位拘束構造 

 

(1) 横変位拘束構造は、道示V .16.1、16.4によることを基本とする。 

(2) 上部構造の橋軸直角方向への移動により落橋する可能性が低い橋梁については、横変位拘束構造を省略して 

もよい。 

(1) 落橋防止構造と同様に、横変位拘束構造が機能するためには、横変位拘束構造本体だけでなく、この取り付

け部材やこれが取り付けられる下部構造が上部構造の応答を拘束する際に生じる力に抵抗できることが前提と

なる。よって横変位拘束構造の設計地震力は当該支点を支持する下部構造の耐力に相当する力としている。 

 

 

 

 

 

 

  

(2)次の条件のうちいずれかに該当する橋は、横変位拘束構造を省略できない。 

1) 上部構造の構造条件や幾何学的条件から、支承部の破壊後に上部構造が隣接桁や橋台の拘束を受けず

に回転できる橋で、かつ径間数が１径間又は２径間の一連の上部構造を有する橋 

2) 下部構造の頂部幅が狭い橋 

 

 

H24道示より直角方向の変位制限につい

ては横変位拘束構造とし、記載内容を変

更した。 

 

回転できる場合の
横変位制限構造設置位置 

橋台 橋台上部工

図2-31 上部工構造が回転できる場合の横変位制限構造設置位置
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H24道示としてタイプB、タイプAの区分がな

くなったため、記載を変更。 

 

図2-32 鋼橋の横変位拘束構造例

図2-33. PC橋の横変位拘束構造例
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
3－5 段差防止構造 

 

段差防止構造は、支承が破壊した場合にも上部構造を適切な高さに支持できる構造とし、道示V16.4に 

よることを基本とする。 

  

   段差防止構造は、地震時に支承が破損した場合に路面に大きな段差が生じることのないように、図 2-34 に示すよう

に上部構造を適切な高さで支持する構造である。したがって、支承高が高く損傷しやすいと考えられる支承を用いる

場合には、段差防止構造を設置することも考えられる。ここでは高さ 40cm 程度以上の鋼製支承を用いる場合に段差

構造を設置する。 

   段差防止構造は、支承損傷時に上部構造を一時的に支えることができればよく、水平方向の地震力を考慮しなくて

よい。ただし、段差防止構造は路下への落下を防ぐため中規模地震を考慮した地震動の設計水平地震力の1/2程度に抵

抗できるのがよい。ここで、段差防止構造の設計に対する許容応力度の割増を1.5としてよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

段差防止構造は支承構造の配慮事項の1つとし

て支承編に移動したため、記載を削除した。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
  

 

・H24道示においては、伸縮装置はL1地

震動に対しても機能が確保されるものと

しており、ジョイントプロテクターの規

定はなくなったため、項目については伸

縮装置に移動。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 
 

 

伸縮装置の項目に移動。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  
4－2 車両防護柵の区間区分と種別の適用 

 

車両用防護柵は、表 2－13 に示す道路の区分により設計速度及び設置する区間に応じて表 2－14 に示す種別を適用するも

のとする。 

 一 般 区 間 重大な被害が発生するおそれのある区間 新幹線などと交差または近接す

る区間 

二次被害の

重大性 

・右記以外の区間 ・二次被害が発生すれば重大なものとな

るおそれのある区間 

・二次被害が発生すれば極めて

重大なものとなるおそれのあ

る区間 

区
間
区
分
の
基
本
的

な
考
え
方 

乗員安全性 ・右記以外の区間 ・逸脱すれば当事者が過度の損傷を受け

るおそれのある区間 

－ 

二次被害の

重大性 

・右記以外の区間 ・大都市近郊鉄道，地方幹線鉄道との交

差近接区間 

・高速自動車道国道，自動車専用道路な

どとの交差近接区間 

・走行速度が特に高く、かつ交通量の多

い分離帯設置区間 

・その他重大な二次被害のおそれのある

区間 

・新幹線との交差近接区間 

・ガスタンク近接区間など 
路
外
の
状
況 

乗員安全性 ・右記以外の区間 ・路外に大きな落差があるなど乗員の安

全性からみて極めて危険な区間 

 

一般区分 重大な被害が発生

するおそれのある

区間 

新幹線などと交差

または近接する区

間 

道
路
の
区
分 

設計 

速度 

（km/h） 
種別 衝撃度 

（kJ） 

種別 衝撃度

（kJ）

種別 衝撃度

（kJ）

100以上 

80 

SB 280 SS 650 
自
動
車
専
用
道
路 

高
速
自
動
車
国
道 

60以下 

A 130 

SC 160 SA 420 

60以上 B 60 A 130 そ
の
他
道
路 50以上 C 45 B 60 

SB 280 

 
4－2 車両防護柵の区間区分と種別の適用 

 

車両用防護柵は、表 2－13 に示す道路の区分により設計速度及び設置する区間に応じて表 2－14 に示す種別を適用するもの

とする。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  注）設計速度40km／h以下の道路では、Ｃ，Ｃｍ，Ｃｐを使用することができる。 

 

 一 般 区 間 重大な被害が発生するおそれのある区間 新幹線などと交差または近接す

る区間 

二次被害の

重大性 

・右記以外の区間 ・二次被害が発生すれば重大なものとな

るおそれのある区間 

・二次被害が発生すれば極めて

重大なものとなるおそれのあ

る区間 

区
間
区
分
の
基
本
的

な
考
え
方 

乗員安全性 ・右記以外の区間 ・逸脱すれば当事者が過度の損傷を受け

るおそれのある区間 

－ 

二次被害の

重大性 

・右記以外の区間 ・大都市近郊鉄道，地方幹線鉄道との交

差近接区間 

・高速自動車道国道，自動車専用道路な

どとの交差近接区間 

・走行速度が特に高く、かつ交通量の多

い分離帯設置区間 

・その他重大な二次被害のおそれのある

区間 

・新幹線との交差近接区間 

・ガスタンク近接区間など 
路
外
の
状
況 

乗員安全性 ・右記以外の区間 ・路外に大きな落差があるなど乗員の安

全性からみて極めて危険な区間 

 

一般区分 重大な被害が発生

するおそれのある

区間 

新幹線などと交差

または近接する区

間 

道
路
の
区
分 

設計 

速度 

（km/h） 
種別 衝撃度 

（kJ） 

種別 衝撃度 

（kJ） 

種別 衝撃度 

（kJ） 

100以上 

80 

SB 280 SS 650 
自
動
車
専
用
道
路 

高
速
自
動
車
国
道 

60以下 

A 130 

SC 160 SA 420 

60以上 B 60 A 130 そ
の
他
道
路 50以上 C 45 B 60 

SB 280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防護柵の設置基準・同解説」の注記事項を追記 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

4-7 定着部の構造 

 

 

 

 (1) 埋込み方式の定着は、支柱下端(ベースプレート下面)を床版上面として、埋め込み深さを十分確保するものとし、その一

般的な定着構造は、図2－44 のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-44 埋込み方式の定着構造 

(2) アンカーボルト方式の一般的な定着構造は、図2－45 のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－45 アンカーボルト方式の定着構造 

 

 
4-7 定着部の構造 

 

 

 

  

 

 

 

 

      （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) アンカーボルト方式の一般的な定着構造は、図2－45 のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－45 アンカーボルト方式の定着構造 

 

 

 

 近年の実績等から、橋梁用防護柵の定着方法はア

ンカーボルト方式を基本とすることとした。 

 

 

 

 

 

 埋込み方式に関する記載を削除 

 

 

 

 

橋梁用防護柵は、埋込み方式またはアンカーボルト方式により地覆部に十分定着するものとする。 橋梁用防護柵は、アンカーボルト方式を基本とし、地覆部に十分定着するものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

第5章 地 覆・路 肩 

5－1 地覆の形状 

 

 

 

 

 (1) 車両用防護柵部の地覆形状は、図2－46、47 のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－46 車両用防護柵部の地覆形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－47 高規格幹線道路の地覆形状 

 

第5章 地 覆・路 肩 

5－1 地覆の形状 

 

 

 

 

 (1) 車両用防護柵部の地覆形状は、図2－46、47 を基本とする。 

  地覆高さは、橋梁防護柵のアンカー定着を考慮し決定することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－46 車両用防護柵部の地覆形状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－47 高規格幹線道路の地覆形状 

 

 

  歩車道境界部の地覆幅は500mmを標準とするが、防護柵の構造、建築限界等を考慮し、必要に応じ地覆幅を600mmとする。

 

 

 

 

 

 

 

図2－○ 歩車道境界部の地覆形状 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＣ桁のセミフラット形式の歩道端地覆部は、地覆

の高さが低く、防護柵アンカー定着長の確保が困難

となる場合もある。 

このため、図2－46、47の地覆形状を基本とするが、

防護柵アンカー定着長を考慮した地覆高さとするこ

とを記載した。 

防護柵種別によるアンカー定着長、舗装厚等により

形状が異なることから、具体的寸法の明記は行わな

かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩車道境界部に設置される車両用防護柵は、防護柵

構造によっては地覆幅500mmでの設置が困難な場合

がある。このため、歩車道境界の地覆幅は500mmを

標準とするが、必要に応じ600mmとする必要がある

ことを記載した。 

 

 

地覆の形状は、建築限界、橋梁防護柵の構造などを考慮して定めるものとする。 地覆の形状は、建築限界、橋梁防護柵の構造などを考慮して定めるものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

6-4 防 水 層 

 

 

 

(1) 床版への雨水や塩化物の浸透を防止し、床版の耐久性の向上を図るために防水層を設置するものとする。 

(2) 防水層の設置範囲は車道部、歩道部とも舗装面全面に設置するものとし、地覆部、橋軸方向床版端部では立ち上げるものと

する。 

また､鋼床版に関しても同様に舗装面全面に防水層を設置するものとする。 

 

 

 

 

(a) 歩道形状がセミフラット構造の場合 

 

 

 

 

(b) 歩道形状がマウンドアップ構造の場合 

図2-58 防水層の設置範囲 

(3) 防水層上に溜まった水は、舗装と床版を劣化させる原因となるので、排水ますへの水抜孔、排水パイプおよびスパイラルパ

イプの適切な配置により、速やかに排除するものとする。 

1) 排水パイプは、おおむね10ｍ間隔に設置するほか、合成こう配により水の集中する箇所とし、特に床版端部や排水ます付

近は滞水が生じやすいので留意する必要がある。 

2) スパイラルパイプは地覆に隣接して縦断方向に設置するものとする。 

(4)床版仕上げ面は金ゴテ仕上げとする。（従来はホウキ目仕上げとしていたが、防水層下面に気泡が残ることから仕上げ面は

金ゴテ仕上げとする。） 

 

6-4 防 水 層 

 

 

 

(1) 床版への雨水や塩化物の浸透を防止し、床版の耐久性の向上を図るために防水層を設置するものとする。 

(2) 防水層の設置範囲は車道部、歩道部とも舗装面全面に設置するものとし、地覆部、橋軸方向床版端部では立ち上げるものと

する。 

また､鋼床版に関しても同様に舗装面全面に防水層を設置するものとする。 

 

 

 

 

(a) 歩道形状がセミフラット構造の場合 

 

 

 

 

(b) 歩道形状がマウンドアップ構造の場合 

図2-58 防水層の設置範囲 

(3) 防水層上に溜まった水は、舗装と床版を劣化させる原因となるので、排水ますの水抜孔設置、床版の水抜き孔および導水パ

イプの適切な配置により、速やかに排除するものとする。 

1)床版の水抜き孔は、縦断勾配に応じて設置する必要がある。床版の水抜き孔設置間隔の規定の例を表5-○に示す。 

表5-○ 床版の水抜き孔設置間隔の規定の例 

縦断勾配 設置間隔 L（ｍ） 

１％以下 5 

１％を超える場合 10 

 

 床版の水抜き孔の設置は、下り勾配側の伸縮装置の手前、調整コンクリート立ち上げ位置、排水ますで処理しにくい場所

など、水が溜まりやすい場所に設置することとする。 

 

2) 導水パイプは地覆に隣接して縦断方向に設置するものとする。 

 

(4)床版仕上げ面は金ゴテ仕上げとする。（従来はホウキ目仕上げとしていたが、防水層下面に気泡が残ることから仕上げ面は

金ゴテ仕上げとする。） 

 

 

「道路橋床版防水便覧（H19.3）」の記載内容を反映 

 

 

橋梁の床版には、防水層を設置するものとする。 橋梁の床版には、防水層を設置するものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 

 

 

 

 

 

 

設置平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）排水ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）排水パイプ 

 

 

 

 

 

 

 

（c）スパイラルパイプ 

 

図2-59 防水層上の水の排水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）排水ますの水抜き孔 

 

 

 

 

 

 

 

 

（b）床版の水抜き孔（排水パイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

（c）導水パイプ（スパイラルパイプ） 

 

図2-59 防水層上の水の排水 

 
「道路橋床版防水便覧（H19.3）」の記載図を反映さ

せた。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

第7章 排 水 装 置 

 

7-1 一 般 

 

 

 

 

7-2 排水ます 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 排水ますの材料としては、ねずみ鋳鉄品(FC250)と炭素鋼鋳鋼品(SC450)が一般的であるが、排水ます上に直接輪荷重が作用

することが考えられる場合は、耐荷力の増大を考慮し、炭素鋼鋳鋼品(SC450)を用いるものとする。 

(2) 1)排水ますの間隔は次式により求めるものとする。 

 

2.46×108×Ａ×Ｒ2/3×Ｉ1/2 

Ｌ＝ 
β×ｒｈ×Ｂ 

………………………… 式（2-1） 

ここに 

Ｌ：排水ます間隔(m) 

A：通水断面積(m2) (許容通水断面積ではない、図2-60参照) 

路面排水の通水断面は、側帯までとして車線部は考慮しない。ただし、中央分離帯側は通水断面幅を1mまで

有効とする。 

R：径深(ｍ) 

I：路面排水の縦断こう配 

β×rｈ：設計降雨強度 

高規格道路       50㎜／h 

70㎜／h(福島県を除く東北5県) 

一般道路   ………… 

80㎜／h(福島県) 

B：集水幅(ｍ) 

式(2-1)は、路面はアスファルト舗装とし、流出係数C＝0.9、粗度係数ｎ＝0.013、ますの落下率γ＝1.0と

し、20％の余裕を見込んだ場合である。 

 

 

第7章 排 水 装 置 

 

7-1 一 般 

 

 

 

 

7-2 排水ます 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 排水ますの材料としては、ねずみ鋳鉄品(FC250)と炭素鋼鋳鋼品(SC450)が一般的であるが、排水ます上に直接輪荷重が作用

することが考えられる場合は、耐荷力の増大を考慮し、炭素鋼鋳鋼品(SC450)を用いるものとする。 

(2) 1)排水ますの間隔は次式により求めるものとする。 

 

2.46×108×Ａ×Ｒ2/3×Ｉ1/2 

Ｌ＝ 
β×ｒｈ×Ｂ 

………………………… 式（2-1） 

ここに 

Ｌ：排水ます間隔(m) 

A：通水断面積(m2) (許容通水断面積ではない、図2-60参照) 

路面排水の通水断面は、側帯までとして車線部は考慮しない。ただし、中央分離帯側は通水断面幅を1mまで

有効とする。 

R：径深(ｍ) 

I：路面排水の縦断こう配 

β×rｈ：設計降雨強度 

高規格道路   ………  50㎜／h 

 

一般道路   …………   80mm／h  （宮城県） 

 

B：集水幅(ｍ) 

式(2-1)は、路面はアスファルト舗装とし、流出係数C＝0.9、粗度係数ｎ＝0.013、ますの落下率γ＝1.0と

し、20％の余裕を見込んだ場合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「道路土工要領（平成21年度版）」に準拠し、設計

降雨強度を修正。 

また、設計降雨強度の記載は、宮城県のみとした。 

 

 

 

 

橋面の排水を速やかにおこなうため、路肩部分に必要な間隔で、十分な排水機能を有する装置を設けるものとす

る。 

(1) 排水ます本体の材質は、ねずみ鋳鉄品(ＦC250)および炭素鋼鋳鋼品(ＳC450)とする。 

(2) 排水ますの間隔は、原則として設計計算により求めるものとする。 

(3) 床版上の排水をますの側面から行うことができるように、ますの側面には孔開け加工を施し、排水孔を設けるもの

とする。 

(4) 高規格幹線道路における排水ますは、原則として長尺排水ますとする。 

橋面の排水を速やかにおこなうため、路肩部分に必要な間隔で、十分な排水機能を有する装置を設けるものとす

る。 

(1) 排水ます本体の材質は、ねずみ鋳鉄品(ＦC250)および炭素鋼鋳鋼品(ＳC450)とする。 

(2) 排水ますの間隔は、原則として設計計算により求めるものとする。 

(3) 床版上の排水をますの側面から行うことができるように、ますの側面には孔開け加工を施し、排水孔を設けるもの

とする。 

(4) 高規格幹線道路における排水ますは、原則として長尺排水ますとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-61 サグ地点の排水ますと排水パイプの配置例 

(9) 伸縮装置の上流側には、原則として排水ますを設けるものとするが、伸縮装置に埋設ジョイントを用いた場合は、これによ

らなくてもよいものとする。 

 

(10) 緩和曲線区間およびＳ曲線区間の変曲点付近に生ずる横断こう配が水平、またはこれに近くなる箇所は、路肩折れ(2.0％)

をおこなって通水断面を確保するものとし、路肩折れの始まる地点には、流末処理として排水ますを設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-62 変曲点付近の排水処理 

 

7-3 排 水 管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-61 サグ地点の排水ますと排水パイプの配置例 

(9) 伸縮装置の上流側には、原則として排水ますを設けるものとするが、伸縮装置に埋設ジョイントを用いた場合は、これによ

らなくてもよいものとする。 

 

(10) 緩和曲線区間およびＳ曲線区間の変曲点付近に生ずる横断こう配が水平、またはこれに近くなる箇所は、路肩折れ(2.0％)

をおこなって通水断面を確保するものとし、路肩折れの始まる地点には、流末処理として排水ますを設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-62 変曲点付近の排水処理 

 

7-3 排 水 管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新設橋の排水計画の手引き（案）について」（東

北地方整備局 道路部の事務連絡）に準拠し、修正を

行った。 

 

 

 

 

 

(1) 排水管の内径は縦管で150㎜、横引き管で200㎜以上とする。 

(2) 材質は一般構造用炭素鋼鋼管とする。 

(3) 横引き管のこうは配は5％以上とする。 

(4) 排水管の屈曲部には原則として曲がり管を使用するものとする。 

(5) 上部工と下部工との排水管の接続部は、原則としてフレキシブル管を使用するものとする。 

(1) 排水管の管径は鉛直管、横引き管ともにφ200を用いることを基本とする。 

(2) 材質は硬質塩化ビニル管を用いる。 

(3) 新設橋においては、垂れ流しの排水管は採用しないことを基本とする。 

(4) 箱桁内に排水管を配管する構造は採用しないことを基本とする。 

(5) 横引き管のこうは配は3％以上とし、主桁高の範囲で極力急勾配とする。 

(6) 排水管の屈曲部には原則として曲がり管を使用するものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 (2) 1)排水管は、冬期凍結に対する強度面および経済性を考慮して一般構造用炭素鋼鋼管(ＳＴＫ400)を用いるものとする。ま

た、排水管内の塗装が難しいことから、溶融亜鉛めっき(JIS H86412種 HDZ55相当)を施すものとする。 

 

2) 鋼橋の排水管の表面は、景観性に配慮し、橋体工を塗装系で行う場合は、橋体工と同色の塗装をおこなうものとする。 

 

3) 排水管の取りつけ構造は、維持補修の容易さから添架方式とする。 

 

4) 垂れ流し構造の場合、排水管下端は支間中央部では下フランジから40㎝下がり、支承部では沓座面より40㎝下がりとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

図2-63 垂れ流し排水管の下端処理 

 

(3) 横引き管は、排水性を考慮して、けたより下には下げない範囲でできるだけ急こう配で設置するものとする。 

 

 

 

 

 

 

図2-64 横引き管のこう配 

 

(4) 排水装置の清掃は、ジェットクリーナを使用していることから、屈曲部を設ける場合には曲り管を用いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-65 屈曲部の曲り管 

 

(2) 1)排水管は、これまで冬期凍結に対する強度面および経済性を考慮して一般構造用炭素鋼鋼管(ＳＴＫ400)を用いるものと

していたが、排水管の中を流れる橋面水には凍結抑制剤の代表的な成分であり鋼材の腐食促進因子である塩化ナトリウム

が含まれているため、維持管理に配慮した材質として硬質塩化ビニル管（ＶＰ管）を用いるものとした。但し、水平方向

の支持間隔を大きく取る必要がある場合や、冬期凍結による影響が著しく強度面における特段の配慮が必要な場合につい

ては、硬質塩化ビニル管の耐久性が問題となる場合もあるため、溶融亜鉛メッキを施した一般構造用炭素鋼鋼管を検討す

るのが良い。 

 

2) 排水管の取りつけ構造は、維持補修の容易さから添架方式とする。 

 

(3) 1) 垂れ流し排水管については、凍結抑制剤を含んだ排水管からの水が風に流され、鋼桁の腐食、ＰＣ桁等の内部鋼材の腐

食・ひび割れ等の不具合を生じている。 

このため、新設橋においては、横引き排水管を支間全長に渡って設置し、排水ます・床版水抜き孔からの排水を確実に

流末処理することを基本とした。  

 

2) やむを得ず垂れ流し構造の場合、排水管下端は支間中央部では下フランジから60㎝下がり、支承部では沓座面より60㎝下

がりとする。 

 

 

 

 

 

 

図2-63 垂れ流し排水管の下端処理 

 

(4) 箱桁内配管を採用せざるを得ない場合には、以下に留意するものとする。 

①箱桁内延長を極力短くする 

②排水管の接合部は蛇腹等を用いるものとし、ずれた場合でも漏水しにくい構造とする 

③排水管の接合部からの漏水があった場合でも、箱桁内に滞水しにくいように水抜きを設ける。 

④橋梁完成後は、降雨後に点検を行い、箱桁内の滞水が確認された場合には、すみやかに滞水の排水ならびに、排水管か

らの漏水など発生原因の除去を行うこと。 

 

(5) 横引き管は、排水性を考慮して、けたより下には下げない範囲でできるだけ急こう配で設置するものとする。 

 

 

 

 

 

 

図2-64 横引き管のこう配 

 

 

「新設橋の排水計画の手引き（案）について」（東

北地方整備局 道路部の事務連絡）に準拠し、修正を

行った。 

 

 

 

 

 

 
60
0 60
0 

i≧3.0％ 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

   (6) 排水装置の清掃は、ジェットクリーナを使用していることから、屈曲部を設ける場合には曲り管を用いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-65 屈曲部の曲り管 

 

 

 



70 

 
現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  
7-4 支持金具 

 

 

 

 

(1) 支持金具は、発錆の著しい箇所であるにもかかわらず塗り替えが頻繁におこなえないことから、原則として溶融亜鉛めっき

(JIS H86412種 HDZ55相当)を施すものとする。 

 

(2) 支持金具について 

1)ボルトのゆるみおよび排水管の破損の原因になるため、支持金具は振動しない構造とし、高さ20ｍ以上の高橋脚の場合に

は、排水管と支持金具の間に衝撃緩和材を設けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-68 支持金具 

 

2) 排水ますと排水管の接続部分の支持金具は、原則として、床版からスリ-ブを吊る構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-69 排水ますと排水管の接続部 

 

 
7-4 支持金具 

 

 

 

 

(1) 支持金具は、発錆の著しい箇所であるにもかかわらず塗り替えが頻繁におこなえないことから、原則として溶融亜鉛めっき

(JIS H86412種 HDZ55相当)を施すものとする。 

 

(2) 支持金具について 

1)支持金具と構造物本体の離隔が離れていると、支持金具が振動しやすくなり、ボルトの緩みや排水管の破損の原因となる

ため、極力、排水管が構造物本体を沿うように支持金具を設置すること。やむを得ず離隔を大きく取らなければならない

場合、取付金具の強度に留意するとともに筋交いによる補強を標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-68 支持金具 

 

2) 塩化ビニール管を水平方向に配管する場合の支持間隔は、一般に図 2－○を標準とする。排水管の取付金具は、排水管の

ずれ防止のため、原則としてスリーブ下端部に設ける。また、破損した場合に排水管の脱落がないように、さらに中間部

に１箇所設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－○ 支持金具の支持間隔 

 

 

「新設橋の排水計画の手引き（案）について」（東

北地方整備局 道路部の事務連絡）の記載内容に修正

した。 

 

 

 

 

(1) 支持金具および取り付けボルトの材質は、原則としてSS400材とし、溶融亜鉛めっきを施すものとる。 

(2) 支持金具は、水の衝撃、風荷重などに振動しない構造とし、排水管がずり落ちない位置に取り付けるものとする。 

(1) 支持金具および取り付けボルトの材質は、原則としてSS400材とし、溶融亜鉛めっきを施すものとる。 

(2) 支持金具は、適切に固定し排水構造に有害な振動、ゆるみを抑制する。また、管に要求される設置間隔を確保する

とともに、損傷した場合に管の脱落がないよう留意する。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

   

3) 排水ますと排水管の接続部分の支持金具は、原則として、床版からスリ-ブを吊る構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-70 排水ますと排水管の接続部 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番を修正 

 

 

ここでSB：図2－72に示すけた端部の遊間 

   UB：レベル２地震動による支承の変位量 

   CB：遊間量の固有周期差補正係数で道示Ⅴ表－14.4.1による。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 

設計施工マニュアル（橋梁編）改定を反映 

 

 
 
 

スノープラウ誘導板図削除 

(2) 雪荷重を考慮する地域にあっては、除雪車に対する配慮として、スノープラウ防護材または誘導板をを取り付

けるものとする。スノープラウ誘導板は、車道伸縮装置の両側に 250 ㎜ピッチで（標準）で設置する。ただ

し、上下線が分離されている場合は、進行方向の全面側のみでよい。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 

設計施工マニュアル（橋梁編）改定を反映 

 

埋設ジョイントの一般的な使用範囲は表 2-20 のとおりとし、これ以外は適用を検討して採用

するものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

第９章 その他の構造 
9-1 橋梁検査路 
 上部及び下部構造検査路については、桁下空間を利用した点検活動や保守活動の可能性について検討

を行ったうえで、検査路設置の要否を判断するものとする。ここで、桁下空間利用可能な場合とは、桁

下（地上）への進入が可能であり、地上から橋座面までの高さが5ｍ未満で、地上からの近接目視及び

梯子を利用した点検活動や保守活動が可能な場合などをいう。 

9-1-1 設置基準 
(1) 橋梁の点検、および保守のため、橋梁検査路を設置するものとする。 
(2) 橋梁検査路は、上部工検査路（上部構造検査路、外桁外面上部構造検査路、桁内検査路）（け

た方向）、下部構造検査路（横方向）、検査路支持構造、昇降設備とする。 
(3) 上部構造検査路（けた方向）、下部構造検査路（横方向）、昇降設備は相互に連絡する配置と

し、本線上から通行可能な構造とするものとする。 
(4) 鋼橋については、上部構造検査路（けた方向）、下部構造検査路（横方向）、および昇降設備

を設置するものとする。 
(5) コンクリート橋については、下部構造検査路（横方向）および昇降設備を設置するものとす

る。上部構造検査路については、上部工の構造特性、設置条件などを総合的に検討し、設置の

要否を判断するものとする。 
(6) 橋梁検査路の設置個所は表2-22のとおりとする。 

表2-22 検査路の設置 

種類 橋  種 設置箇所等 
鋼Ｉげた橋 けた高1.6ｍ以上の場合、けた間に設置 

 
鋼箱げた橋 けた間に設置 
鋼ﾄﾗｽ、ｱー ﾁ橋 床組下面に設置 

上
部
構
造

検
査
路 

ｺﾝｸﾘー ﾄ橋 桁間に設置 
橋脚高が高い場合 
(地表面より5m以上) 

ゴム支承、鋼製支承の設置されて
いる橋脚 橋

脚 

検
査
路 

鋼橋 
ｺﾝｸﾘー ﾄ橋 橋脚高が低い場合 

(地表面より5m未満) 
ゴム支承、鋼製支承の設置されて
いる掛違い橋脚、河川部の橋脚 

橋台高が高い場合 
(地表面からの高さが5m以上) 

橋台前面に検査路を設置 

下
部
構
造
検
査
路 

橋
台 

検
査
路 

鋼橋 
ｺﾝｸﾘー ﾄ橋 橋台高が低い場合 

(地表面からの高さが5m未満) 
橋台前面に検査路または検査梯子 

鋼橋 橋台毎 
昇降設備 ｺﾝｸﾘー ﾄ橋 下部構造検査路の設置されている橋台、橋脚 

上部構造検査路が設置される場合は、設置の要否を判断するものと
する。 

1) 支承高が80cm程度以上の場合には、橋脚天端に検査手摺を設置する。 
2) 連続高架橋や橋脚、橋台高が引くお交差道路等に下部構造検査路を設置する場合は、設置

する箇所のけたや下部構造形状も考慮し、景観に配慮した検査路の構造、配置を行うこと

とする。 
3) 橋台高が低い場合の昇降設備は、階段タイプを標準とする。 

(7) 一般道路の昇降設備は、橋面からが一般的であるが、高架橋などにおいては地上からの設置も

検討するものとする。 
(8) 上部構造検査路は、橋脚天端から地表面までの高さが5ｍ未満、かつ、流心部以外で桁下から検

査が可能であれば設置しない。 

 

 

 

国土交通省「道路橋検査路設置要領(案)」を踏まえて修正。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

(1) 上部構造検査路 
上部構造検査路の設置位置及び条数については、点検及び保守活動の目的を考慮して、移動や

作業に最も有益となる箇所に設置するものとし、検査路下面はフランジ下面より突出させないも

のとする。 

なお、検査路の設置位置及び条数は、下記の項目を総合的に判断して決定するものとする。 

① 部材や添架物との位置関係（検査路作業空間の確保） 

② 損傷が生じやすい部位（漏水懸念箇所、腐食環境部位、重車両等走行車線直下） 

③ 災害時に損傷を受けやすい部位への接近しやすさ 

④ 対象橋梁の周辺環境（第三者等被害の可能性有無） 

⑤ 占用添架物件の有無（点検及び保守活動の必要性） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
国土交通省「道路橋検査路設置要領(案)」を踏まえて修正。 

 

上部構造検査路外桁外面上部構造検査路

(ａ) 必要とする箇所全てに設置した例
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 (3)昇降設備 

ｺﾝｸﾘー ﾄ橋では下部構造検査路設置箇所毎（上部構造検査路が設置される場合は、設置の要否を判

断するものとする）に、鋼橋では橋台検査路設置箇所毎に昇降梯子を設置するものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 9-1-2基本構造 
（１） 上部構造検査路は、以下の事項を満たすように設計するものとする。 

1) 有効幅員は60cmを標準とする。 
2) 手摺高さは110cmを標準とする。 
3) 支柱間隔は1.9m以内とする。 

（２） 下部構造検査路は、上部構造検査路と共通の基本構造を標準とする。 

（３） 検査路支持構造は、以下に示す構造を基本とする。 

1) 上部構造検査路支持構造は受け台タイプを標準とする。 
2) 下部構造検査路支持構造はブラケットを標準とする。 

（４） 昇降設備は、以下に示す構造を基本とする。 

1) 梯子の有効幅員は、40cmとする。 

2) 梯子のステップ間隔は30cmを標準とする。 

3) 下部構造からの離れは、20cmを標準とする。 

4) 梯子には転落防止リングを設けることとし、内径は75cm、間隔60cmを標準とする。 

道路橋検査路設置要領（案）を反映 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 

設計施工マニュアル（橋梁編）改定を反映 

 

こ線橋には、車両積載物などの落下防止、除雪時における列車の安全性の確保および歩行者の感電事故防止の

ため、落下物防止柵を防護柵上に設けるものとする。 
また、鉄道以外の交差物件を横過する橋梁は、交差物件の管理者との協議により落下物防止柵の設置を決定す

るものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 

設計施工マニュアル（橋梁編）改定を反映 

 

中央分離帯転落防止網は図2-86とする。なお、橋梁下が道路あるいは鉄道の場合には積雪の影響を考慮し、構

造物の離隔に応じた適切な構造を検討するものとする。構造物の離隔が10cm程度の場合は図2-87とする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 
表2-23 耐候性鋼材を無塗装で使用する場合の適用地域 

地域区分 飛来塩分の測定を省略してよい地域 

太平沿岸部 海岸線から2kmを超える地域  

宮城県が対象となる太平洋沿岸部のみを記載 

 



88 

 
現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 

設計施工マニュアル（橋梁編）改定を反映 

 

直接塩害を受け、その影響が著しい対策区分Ｓおよび鉄筋コンクリート構造の対策区分Ⅰについて、考えられ

る対策一覧表を表2-25に示す。 

 なお、条件に応じ、適用可能な項目を適宜選択して適用するものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 

設計施工マニュアル（橋梁編）改定を反映 

 

 

 

 

 

 

注１）工場で製作されるプレキャストコンクリート構造は除く。 

注２）隅角部の数が少なく、塩分付着面積は少なくできる箱桁もしくは中空床板等が望ましい。 

塩害対策げたについては、第５編1-5参照 

注３）上部構造に高炉セメントは使用しない 

注４）単位水量は上部構造に適用する。 

注５）底板型枠など、透水型枠の効果が得にくい部位については適用しなくてもよい 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 (2) 地覆・剛性防護柵は道路付属物であり、損傷が発生しても比較的容易に補修できることおよび橋

梁本体の塩害損傷の目安にもなることから、凍結抑制剤対策として水セメン比のみを規定した。 

(3) 無塗装の耐候性鋼材は使用しないものとする。 

だだし、路面排水の漏水による安定さびの流出を防止するために、排水ますと排水管との接続部

をシールし、スラブドレーンの流末をフレキシブルチューブで横引き排水管に導水するなど、流

末処理を確実にできる場合は無塗装の耐候性鋼材を使用してよい。 

 

 

 

東北地方整備局 

「設計施工マニュアル（橋梁編）」改定を反映 

 

 

 

コンクリートの仕様等協議対象 

 

 

 

 

 

 

東北地方整備局 

「設計施工マニュアル（橋梁編）」改定を反映 

 

 

（１） 適用範囲 

 凍結抑制材散布による影響を受ける範囲として、国道 6 号（福島県内）を除く全路線

の、橋軸直角方向の地山または盛土法面に近接する橋台・橋脚、および交差道路に凍結抑

制剤が散布されるこ道橋の橋台・橋脚に適用するものとする。なお、適用は橋単位を基本

とする。 

（２） 対策として、大気中にある梁、柱、壁については最少純かぶりを 90 ㎜とし、水セメント

比 55％以下のコンクリートを使用するものとする。 

（３） 橋座面に設置されるＲＣ壁タイプの落橋防止構造は、10-5(3)コンクリート塗装により

保護するとともに、鉄筋の最小純かぶりは 10-4-2(2)に準拠するものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 10-5 耐久性向上のための構造細目 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
東北地方整備局 

「設計施工マニュアル（橋梁編）」改定を反映 

 

(1) 適用範囲 
   全橋に適用する。 
(2) 下部構造頂部の排水処理として、橋台、橋脚の橋座面は、水が溜まらないように勾配をつけるものとする。 
(3) コンクリート橋の桁端および桁端部に位置する下部構造頂部（全橋）は、コンクリート塗装により保護する

ものとする。 

なお、ひび割れ頻度が極めて少ないと考えられるコンクリート部材（ＰＣ部材）には標準的な塗装仕様ＣＣ

－Ａを、コンクリート部材に多少のひび割れを生じる恐れのある場合（ＲＣ部材）には塗装仕様ＣＣ－Ｂを

適用するものとする。 

(4) 鋼橋桁端の外面塗装は、下塗りを１層多くするものとする。 

上部構造コンクリート塗装設置範囲 
・ プレキャスト桁 

桁端部とパラペット 
・ 場所打ち桁 

桁端部 
(後打ちパラペット：パラペット前面の鉄筋の

純かぶりを90㎜以上とするか塗装鉄筋を使用

するものとする。) 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
（施工順序などにより施工可能な範囲にコンクリート塗装を施すものとする。） 

図2-91 コンクリート塗装の設置範囲 

 

(ア) 桁端部の塗装について 

1) パラペット先行施工の場合は、パラペットはコンクリート塗装とし、端横桁に塗装鉄筋を使用す
るものとする。 

2) 端横桁先行施工の場合は、パラペット前面鉄筋を塗装鉄筋とし、端横桁にコンクリート塗装を施

すものとする。 

(イ) 下部構造頂部の塗装について 

1) 橋台については、橋座部全面にコンクリート塗装を施すものとする。 

2) 橋脚については、伸縮継手がある場合は橋座部全面にコンクリート塗装を施すものとし、伸縮継

手が無い場合はコンクリート塗装は行わないものとする。 
3) 側面の1mの範囲は、凍害による劣化防止として施工するものであり、橋座面に雪や雨水が溜まら

ず凍結しないと判断される場合は不要とする。 

 

 

 

 参考資料「鋼道路橋塗装・防食便覧（平成17年12月） 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

  

(4) 構造の検討は、道路橋示方書・同解説の下部構造編Ｐ611を参照し、コンクリー

ト編7章7.4の床板の設計に準じて行うものとする。（なお、設計例は資料編を参照の

こと） 
 

 

 

 

 

 

下部構造編の橋台背面アプローチ部と合わせて見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路橋示方書・同解説Ｈ24年3月に合わせた。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 
その他 

道路橋示方書・同解説 下部構造編８章８．９橋台背面アプローチ部に準じた設計

を行うものとする。 
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現行マニュアル 追加・改訂内容 適用 項目 
内容 内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果品をマイクロフィルムから電子納品に修正 

 

電子納品の内容 

成果品の電子納品(正・副)を道路 課にて保管する。 


